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06
info 雪対策は万全ですか？

屋根の雪下ろしや除排雪作業中の事故防止に努めましょう。

秋田県雪害事故防止週間
1月6日㈯～ 1月14日㈰

▷ヘルメット・命綱・安全帯（フルハーネス型をおす

すめします）・滑りにくい靴を着用しましょう。

▷２人以上で声を掛け合いながら作業し、１人で作

業をするときは、あらかじめ家族や隣近所に伝え

ましょう。

▷はしごをしっかりと固定し、除雪道具は持って上

らずロープで引きあげるなどしましょう。

▷事故に備えて携帯電話を持ちましょう。

雪下ろし作業は安全に

▷安全装置が正しく作動しない状態では絶対に使用

しないでください。

▷雪詰まりを取り除くときは、必ずエンジンを停止

し、回転部（オーガ・ブロア）が完全に止まって

から作業しましょう。

▷除雪機を使用すると

きは、周囲に人がい

ないことを確認し、

人を絶対近づけない

ようにしましょう。

▷後退するときは、足元や周囲に障害物がないか注

意しましょう。

▷エンジンをかけたまま除雪機から離れないように

しましょう。

除雪機による事故に注意

▷積雪や雪囲いなどで非常口が限定されるときは、

日頃からこまめに除雪を行い、非常口を確保しま

しょう。

▷停電時などの防寒対策として、カイロやカセット

コンロ、石油ストーブなどを準備しましょう。

▷孤立集落への救助には、積雪や雪崩れ、家屋倒壊

による道路寸断などで時間がかかることが予測さ

れますので、救助が来るまでは住民同士で助け合

いましょう。

▷捜索や救助活動の効率化には、住民自らの安否状

況などの家屋表示（住民が避難するとき、自宅玄

関先に「在宅者無事」「避難済み」などのカード

を掲げる）が有効です。

冬期の災害に備えて

問 上下水道課下水道班（☎73-2166）
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info

上下水道なんでも相談会 　自宅の給排水設備工事を行うため、上下水道へ

の接続や合併処理浄化槽の設置を考えている方、

工事や手続き、加入金や受益者負担金などに関す

る疑問やお悩みをお持ちの方を対象に相談会を行

います。

　申込みは不要ですので、この機会にぜひご相談

ください。

■日　時　１月11日㈭／午後５時30分～７時

■場　所　市役所本庁舎　２階相談室

問 総務課総合防災室（☎55-8250）

屋根の雪下ろし請負事業者について

　広報12月号に掲載した雪下ろし請負事業者につ

いて、新たに追加されました。

■地　域　　湯沢 

■事業者名　㈱ちば石材工業        

■所在地　　関口字上寺沢41-2  

■電話番号　090-3469-8360       

■FAX番号　73-4012 

■下ろした雪の車両などでの運搬可否　不可

問 環境共生課市民生活窓口班（☎73-2115）
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